
第

六

百

四

十

五

号

令

和

七

年

十

二

月

十

二

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る

規
則

(

人

事

課)

五
一
九
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

医
療
福
祉
連
携
推
進
課)

五
一
九

○
岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

保
健
医
療
課)

五
二
七

告

示

○
瑞
浪
都
市
計
画
の
変
更

(
都
市
政
策
課)

五
三
一

議

会

告

示

○
岐
阜
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

(

議
会
総
務
課)

五
三
一

規

則

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岐
阜
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
順
序
に
関
す
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
号)

は
、

廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
九
十
号

岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
九
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
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別
記
第
四
号
様
式
か
ら
別
記
第
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第 645 号 岐 阜 県 公 報 令和７年12月12日 ( 522 )



令和７年12月12日 岐 阜 県 公 報 第 645 号( 523 )



第 645 号 岐 阜 県 公 報 令和７年12月12日 ( 524 )



令和７年12月12日 岐 阜 県 公 報 第 645 号( 525 )
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行

規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
九
十
一
号

岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に

よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使

用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
十
三
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

瑞
浪
都
市
計
画
道
路

三
・
五
・
四
号

本
町
線

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
、
瑞
浪
市
建
設
部
都
市
計
画
課

岐
阜
県
議
会
告
示
第
二
号

岐
阜
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程(

令
和
五
年
岐

阜
県
議
会
告
示
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
十
二
日

岐
阜
県
議
会
議
長

小

原

尚

別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
十
一
号
様
式
及
び
別
記
第
十
七
号
様
式
中｢又

は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
(住
所
記
載
の
あ
る
も
の
)
｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
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議

会

告

示
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令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


